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「計画相談支援」利用契約書 

 

利用者と一般社団法人 K&M ロード（以下事業者）は、利用者が事業者から提供される計画相談

支援サービス（以下サービス）を受けることについて、次のとおり契約（以下本契約）を締結し

ます。 

 

第 1 条（契約の目的） 

本契約は、利用者又は障がい児の保護者（以下利用者等）の意思及び人格を尊重し、利用者の立

場に立った適切な計画相談支援を行い、地域において自立した日常生活又は社会生活を営むこと

ができるよう、事業者が利用者に対して必要な障がい者総合支援法（以下法）に基づくサービス

を適切に提供する事を定めます。 

 

第 2 条（契約期間） 

本契約の契約期間は、契約日から１年とし、契約期限の１か月前までに事業者、利用者等双方か

ら特段の申し出がない限り同内容において更新します。 

 

第 3 条（サービス等利用計画の作成） 

１ 事業者は、相談支援専門員（以下相談員）に基本相談支援に関する業務及びサービス等利用

計画（以下計画）の作成に関する業務を担当させるものとします。 

２ 相談員は、利用者の居宅等を訪問し、利用者及びその家族に面接して利用者の心身の状況等、

利用者の希望する生活や利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決

すべき課題等を把握（以下アセスメント）します。 

３ 相談員は、計画の作成の開始に当たっては、地域における障がい福祉サービス事業者等に関

するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供して、利用者

等にサービスの選択を求めるものとします。 

４ 相談員は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づ

き、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス（以下福祉サービス等）が、多様な

事業者から、総合的かつ効率的に提供されるように配慮します。 

５ 相談員は、利用者についてのアセスメントに基づき、地域における障がい福祉サービス等が

提供される体制を勘案して、アセスメントにより把握された解決すべき課題等に対応するため

の最も適切な福祉サービス等の組み合わせについて検討し、利用者及びその家族の生活に対す

る意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標

及びその達成時期、福祉サービス等の種類、内容、量、福祉サービス等を提供する上での留意

事項、法に規定する厚生労働省令で定める期間に係る提案等を記載した計画案を作成します。 

６ 相談員は、計画案に位置付けた福祉サービス等について、介護給付費等の対象となるか否か

を区分した上で、計画案の内容について、利用者又はその家族に対して説明し、利用者等の同

意を得た上で決定するものとします。 

７ 相談員は、支給決定が行われた後に、障がい福祉サービス事業者その他の者との連絡調整等



を行うとともに、計画案に位置付けた福祉サービス等の担当者を招集した会議の開催等により、

計画案の内容について説明及び意見を求めた上で、利用者又はその家族の同意を得ます。同意

を得た後、計画を作成し、利用者等及び担当者に計画を交付します。 

 

第 4 条（計画作成後の便宜の供与） 

事業者は、計画作成後において、次の各号に定める継続サービス利用支援を提供するものとしま

す。 

一  相談員は計画作成後、計画の実施状況の把握及び利用者についての継続的な評価（以下モニ

タリング）を行い、必要に応じて計画の変更、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整

その他の便宜の提供を行うとともに、新たな支給決定に係る申請の勧奨及び必要な援助を行い

ます。 

二  相談員はモニタリングに当たっては、利用者及びその家族、福祉サービス事業者等との連絡

調整を行うとともに、利用者の居宅等を訪問し、利用者等に面接するほか、その結果を記録し

ます。 

 

第 5 条（計画の変更） 

利用者が計画の変更を希望した場合、または事業者が計画の変更が必要と判断した場合は、事業

者と利用者双方の合意に基づき、計画を変更します。 

 

第 6 条（障がい者支援施設等への紹介） 

事業者は、利用者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合、または

利用者が障がい者支援施設等への入所又は入院を希望する場合には、障がい者支援施設等への紹

介その他の便宜の提供を行うものとします。 

 

第 7 条（利用者負担額及び実費負担額） 

1 サービスを利用するための、自己負担はありません。事業者が法律の規定に基づいて、区市町

村から計画相談支援給付費額を受領いたします。 

2 前項の他、利用者は、通常の事業の実施地域以外の地域の居宅等への訪問を受けてサービスの

提供を受ける場合には、交通費実費相当額を事業者に支払うものとします。 

３ 前項の実費負担額は、1 カ月ごとに計算し、利用者はこれを期限までに支払います。 

 

第 8 条（事業者の基本的義務） 

１ 事業者は、利用者等の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な計画相談支援を

行い、地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要なサービス

を提供します。 

２ 事業者は、利用者等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障がい福祉サービ

ス事業を行うものに不当に偏ることのないよう、公正中立にサービスを行います。 

 



第 9 条（事業者の具体的義務） 

１ 事業者は、サービスの提供に当たって、利用者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮しま

す。 

２ 事業者は、本契約に基づく内容について、利用者等の質問等に対して適切に説明します。 

３ 事業者及び相談員は、本契約によるサービスを提供するに当たって知り得た利用者や家族等

の秘密について、正当な理由がある場合を除き第三者に開示することはありません。 

４ 事業者は、サービスの提供に関する記録を整備し、計画相談支援を法令に基づき保存します。

事業者の営業時間に自分の記録を見ることができますし、実費を負担してコピーすることがで

きます。 

 

第 10 条（事故と損害賠償） 

１ 事業者は、サービスの提供によって事故が生じた場合には、速やかに自治体、利用者の家族

等に連絡して必要な措置を講じます。 

２ 事業者は、サービスを提供するにあたって、事業者の責任と認められる事由によって利用者

に損害を与えた場合には、速やかに利用者の損害を賠償します。 

 

第 11 条（契約の終了事由） 

本契約は、次の各号の事由が生じた場合に終了するものとします。 

一 事業者が破産した場合、またはやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合 

二 事業者が指定を取り消された場合 

 

第 12 条（利用者からの中途解約） 

利用者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、利用者は契

約終了を希望する日の６０日前までに事業者に文書にて通知するものとします。 

 

第 13 条（利用者からの契約解除） 

利用者は、事業者もしくは相談員が次の事項に該当する行為を行った場合には、ただちに本契約

を解除することができます。 

一 事業者もしくは相談員が正当な理由なく本契約に定める相談支援を実施しない場合 

二 事業者もしくは相談員が故意又は過失により利用者もしくはその家族等の生命・身体・財物・

信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合 

 

第 14 条（事業者からの契約解除） 

事業者は、利用者が次の事項に該当する場合には本契約を解除することができます。 

一 利用者もしくはその家族等が、故意又は重大な過失により事業者もしくは相談員の生命・身

体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、

その状況の改善が見込めない場合 

二 利用者もしくはその家族等が、第 7 条の実費負担額について、支払い能力があるにもかかわ



らず支払期日から３月以上遅延し、支払の督促から 14 日以内に支払いがない場合 

 

第 15 条（苦情解決） 

利用者は、本契約に基づくサービスに関して、重要事項説明書に記載されている苦情受付窓口に

苦情を申し立てることができます。 

 

第 16 条（協議事項） 

本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は法その他諸法令の定め

るところに従い、利用者と誠意をもって協議するものとします。 

 

 

 

 

 

 

上記の契約を証するため、本書 2 通を作成し、利用者、事業者が、署名又は記名捺印の上、各 1

通を保有するものとします。 

 

 

令和  年  月  日 

 

            事業者   

（住   所） 大阪市東淀川区菅原四丁目 4 番 28 号 

              ハウスアイ菅原 104 号 

             （事業者名） 一般社団法人 K&M ロード 

             （代表者氏名） 代表理事 林田憲子       印 

 

 

            利用者   

（住   所） 

             （氏   名）                 印 

 

 

            保護者・代理人等  

（住   所） 

              （氏   名）                 印 

             （続   柄） 


